
資料第1

最高裁判所における押収物等の取扱いについて

(平成7． 4． 28総三第24号事務総長依命通達「押収物等取扱規程の運用につい

て」 （以下「運用通達」 という。 ）の記載順序による。 ）

第2受入事務について 、

4主任書記官の認印

運用通達の中に「主任書記官」 とあるのは， 「各法廷の首席書記官の指名し

た裁判所書記官」 と読み替える（以下同じ。 ） ･

第3上訴等に伴う受入事務について

1事件について押収物の送付を必要とするときは，各法廷の係書記官から，押

収物保管庁に対し，送付方を請求する。

2係書記官は，押収物が送付されたとき，事件記録を押収物主任官に送付する。

3押収物主任官は，以下の受入手続をしたうえ，事件記録を係書記官に返還す

る。

（1） 押収物整理簿（平成12． 3． 17総三第33号事務総長依命通達「押収

物等取扱規程に規定する書類及び帳簿諸票の様式について」 （以下「様式通

達」 という。 ）別紙様式第2）に記載する。

（2） 事件記録の見易い箇所及び押収物総目録（様式通達別紙様式第1）の第1

頁上部余白に，押収番号を記載する。

（3）符号は，従前のものを使用する。

（4） 番号札（運用通達別紙様式第1）の「押収番号」欄に(2)の押収番号を追記

する。押収物収納袋があるときは，その「押収番号」欄にも同様に押収番号

を追記する。

4押収物主任官は，押収物を受け入れた後，押収物を送付した裁判所に押収物

受領書（運用通達別紙様式第5）を送付する。

5押収物主任官は，押収物送付票（様式通達別紙様式第3）を作成し， これに

押収物を添えて保管物主任官に送付する。

第4保管事務について

保管物主任官は，押収物主任官から押収物送付票の送付を受けたときは， これ

を点検確認したうえ，押収物保管票（様式通達別紙様式第4）を作成して，押収

）

）

－1‐



物主任官に送付する。

第5仮出事務について

1 押収物の仮出し

(1)係書記官は，押収物の仮出しをする場合には，仮出票（様式通達別紙様式

第6）の各欄に所要の記載（ 「仮出事由」欄には，証拠調べ，判決作成，調

書作成，閲覧謄写，取寄嘱託により嘱託裁判所へ送付，鑑定のため鑑定人に

交付等仮出すべき事由を具体的に記載する。 ）をして，各法廷の首席書記官
の指名した裁判所書記官の認印を受ける。

(2) 押収物主任官は,係書記官から仮出票の送付を受けた場合には,仮出簿(様

式通達別紙様式第7）所要の記載をし,仮出票に認印して，係書記官に交付

する。

(3)保管物主任官は，仮出票により当該押収物を交付した場合には，仮出票に

受領者の受領印を受け， これを保管する。

2仮出しをした押収物の取扱い

4仮出しをした押収物の返還

（1） 保管物主任官は，係書記官から仮出中の押収物の返還を受けた場合には，

その品目及び数量を確認し，仮出票に返還年月日を記載して押印した上， こ

れを係書記官に交付する。

（2）係書記官は，仮出票を押収物主任官に送付し，押収物主任官は，係書記官

から送付を受けた仮出票に基づき，仮出簿に返還月日を記入して押印する。

仮出票は，押収物主任官が保管する。

第6処分事務について

1 当裁判所が審理の必要上送付を受けた押収物について， 当裁判所で保管の必

要がなくなった場合，または事件が終局した場合には， これを原保管庁に返還

するものとし，事件の終局前に当‘裁判所で還付または仮還付の決定があった場

合を除き， 当裁判所では終局的な処分事務は行わない。

2 したがって，押収物を原保管庁に返還すべき場合には，係書記官は，事件記

録を押収物主任官に送付して，押収物を原保管庁に返還する手続をするよう請

求する。押収物主任官は, ・押収物保管票に所要の記載をした上，受領票（様式

通達別紙様式第8） と引替えに保管物主任官から押収物を受領し， ・これを原保

-2－



管庁に送付する手続をし，事件記録は係書記官に返還する。

3事件記録とともに押収物を返還する場合には，運用通達記第6の7の(2)の例

により，記録返還送付書に送付すべき押収物の品目，数量その他必要な事項を

明らかにして，押収物送付書に代えることができる。この場合に総目録の記載

を引用してよい。

4押収物主任官は，差戻し，移送，上訴の棄却及び取下げ等の事由により押収

物を送付する場合には,押収物送付書（甲） （運用通達別紙様式第25）を作

成し， これを添えて押収物の送付を受けるべき裁判所に送付する。

5 押収物主任官は，押収物を送付した裁判所の押収物主任官から押収物受領書

（運用通達別紙様式第5）を受ける（運用通達記第6の7の(3)）便宜のため，

押収物を送付すべき場合に押収物受領書の用紙に押収物の品目，数量等を記入

したものを送付し， これに領収を受けることができる。

第7少年保護事件の押収物等に関する事務取扱いの特例

2裁判所が押収していない刑事事件の証拠物

刑事訴訟規則171条， 283条及び289条並びに交通事件即決裁判手続

法5条の規定により，差し出された証拠物並びに取寄嘱託により他の裁判所か

ら送付された物の受入れ，保管，仮出し及び処分については， 「1 少年保護

事件の証拠物及び押収物」に準じて取り扱う。

第12 首席書記官等の検査について

押収物等に関する事務についての検査は，各首席書記官が行い，その結果は大

法廷首席書記官に報告する。

）

）

以上の記載事項（第2ないし第12）のほかは，運用通達記載の規定による。
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資料第2

原審保管押収物の仮還付請求の事務処理について

原審保管中の押収物について，所有者等から仮還付の請求があった場合の事務

処理は，次のとおり行う。

仮還付請求事件は，刑事雑事件簿に登載し，次のとおり処理する。

1 係書記官は，仮還付請求書記載の当該物件が，裁判所に押収されているかどう

か，品目・数量に誤りはないかどうかを本案記録の押収物総目録などと対照調査

し， これらの調査結果及び請求人や請求事由等を記載した決裁票を作成した上，

これを請求事件記録に添付し， 当審本案記録とともに担当調査官に提出する。

2押収物の取寄せ及び訴訟関係人に対する求意見等の要否については担当調査官

の指示を受ける。

3係書記官は，担当調査官の調査結果（前記決裁票に意見が記載される。 ）に従

い，仮還付決定案又は却下決定案を作成し，決定案は担当調査官のチェックを受

けて，文書係に浄書を依頼する。

4決定原本は，担当調査官のチェックを受けた上， これと前記決裁票・決定案・

請求事件記録順にクリップで一括し，なお，必要に応じて当審本案記録を添えて，

主任裁判官に提出し，決定書に押印を受ける。

5仮還付決定は，請求人，検察官及び被告人にその謄本を送達する。弁護人には

写しを普通郵便で送付する。

6却下決定は，請求人にその謄本を送達し告知する。

7事件が終局したときは，前記刑事雑事件簿の『終局』欄に所要事項を記入する

とともに統計カードを作成の上，事件係を経由して統計係に送付する。

8仮還付決定が確定したときは，押収物総目録の『処分事由発生年月日』欄に決

定の確定日を『処分事由』欄に仮還付とそれぞれ記入し，なお,‘ 『備考』欄に要

還付通知とメモ書した上，上席書記官に提出して『主任書記官印』欄に認印を受

け， これを当審本案記録とともに押収物主任官に送付する。

）
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資料第3

少年再抗告事件の国選付添人選任について

1 必要的付添人

当審が検察官関与決定をした場合（少年法第35条第2項による同法第32条

の6の準用により，同法第22条の2， 22条の3も準用される。 ） ､

※この場合には，少年に対し付添人を選任するかどうか照会をし，回答を求める必要

がある（回答期限は1週間以内が目安） 。

2裁量による国選付添人の選任

（1）少年に対する付添人照会手続を原裁判所及び当審が行うことはない。

※少年審判規則46条の4第1項

（2） 国選付添人を付す要件（少年法第35条第2項，同法第32条の5第2項）

以下の①～③をすべて満たす必要がある。

①少年法第3条第1項第1号に掲げる少年に係る事件であって同法第22条

の2第1項各号に掲げる罪のもの又は同法第3条第1項第2号に掲げる少年

に係る事件であって同法第22条の2第1項に掲げる罪に係る刑罰法令に触

れるもの

②同法第17条第1項第2号の措置がとられており，かつ，少年に弁護士で

ある付添人がない場合

③事案の内容，保護者の有無その他の事情を考慮し，再抗告審の審理に弁護

士である付添人が関与する必要があると認めるとき

（3） 国選付添人を付す判断について

(2)の再抗告事件の配てんを受けた場合，付国選付添人調査票を作成し，担当

調査官の調査を経て，裁判体の判断を仰ぐ。

3 日本司法支援センター東京地方事務所（以下「東京地方事務所｣’という。 ）へ

の国選付添人候補者指名通知依頼及び東京地方事務所による同指名通知（総合法

律支援法38条）並びに選任手続

（1） 国選付添人を付すことになった場合，速やかに国選付添人候補者指名通知依

頼書を作成し， これに家庭裁判所の決定写し及び抗告審の決定写しを添付し，

回答期限を2日以内を目安に設定し（休日を挟む場合には次の平日） ，送付簿

により事件係に送付する。送付を受けた事件係は， 48時間以内に回答を得ら

｝

ノ

-l-



れるよう，必要に応じてファクシミリを利用する。

(2)東京地方事務所から指名通知が送付又は送信されたときは，主任裁判官名で

国選付添人選任書を作成し,主任裁判官の決裁を得る。

（3） 国選付添人選任書は，原本を付添人に送付し, ,写しを記録に編てつするとと

もに， 当審記録表紙,刑事事件進行管理プログラムに付添人の氏名等必要事項
ノ ･

を記入･入力する｡ただし’後記4．により,､付添人に対し再抗告申立て理由の

補充書を差し出すことができる旨の書面を送る際に,国選付添人選任書を同封
して差し支えない。

(4) 国選付添人が選任されたときは，少年，保護者，検察官（必要的付添人の場

合）及び東京地方事務所に対し，速やかに付添人の氏名等必要事項を通知し，

その写しを記録につづっておく。

4再抗告申立て理由の補充書

(1)付添人が選任されたときは，その者に対し，再抗告申立て理由の補充書を1

0日以内を目安(注※）に差し出すことができる吉の書面を簡易書留郵便によ

り郵送し，その写しを記録につづっておく。

※少年事件の早期処理の必要性にかんがみ, 10日以上の期間を定める場合は，担当調

査官に相談の上，裁判体の指示を受ける。

補充書は，原本1通，写し1通の提出を求める。なお，期間の延長が認めら

れる例は少ない。

（2）補充書が提出されたときは，速やかに写しを担当調査官に提出し，原本を記

録につづり込む。

5再抗告経過票の作成等

速やかに再抗告経過票を作成し， これを一件記録に添付して担当調査官に提出

する。

6決定案の決裁,告知・通知

再抗告事件の例による。

I
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資料第4

医療観察再抗告事件の処理について

1 申立書受理時の注意事項

（1）再抗告申立ての受理通知

①検察官，指定入院医療機関の管理者又は保護観察所の長から再抗告があっ

たときは，対象者及び付添人（付添人がいないときは保護者）に対し，②対象

者，保護者又は付添人から再抗告があったときは，事件の種別により，検察官

（入院又は通院処遇事件の場合） ，指定入院医療機関の管理者（退院又は入院

継続処遇事件の場合）又は保護観察所の長（処遇終了，通院期間延長又は再入

院等処遇事件の場合）に対し，その旨を通知しなければならない（規則99条

1項， 93条） 。記録により原審で通知がされていることを確認し，見当たら

ないときは直ちに，検察官に対しては検察庁送付簿により，その他の者には簡

易書留郵便により，それぞれ通知書を送付し，その旨及び通知年月日を記録表

紙裏面等に記載し押印するなどして記録上明らかにしておく。

｛艫識｝ 髄42糸噸1叙は6141ml号の縦により順してい緒は,撒順醗獺媚瀦ﾇ眠り慨者捌Ⅸ再齢申靖撮附

るこﾋｶ蝿6(綱99灸2項,90条1項)。

（2） 再抗告提起期間の起算日，署名のない申立書等については，担当調査官と相

談の上，裁判体の指示を受けて処理する。

｛龍諏I O縮は1輔創伽力州' (M70条順69条紋)鮒,"li,順朧揃鵠徽ﾘ瀧hている上誠,輔停伽

撫湘蜥抽|噸す6,

＠鱸都ついて,伽刑韓榊獺してい吐き剛,そ0熱職さ柵(M1144)こと|駐謝る．

2付添人の選任

（1） 当審における付添人選任照会手続及び原審国選付添人の当審における国選付

添人受諾意思の確認は，原裁判所が行うことになっているので， これらが履行

されていることを記録により確認し，欠けているものがあれば当審において速

やかに行う （付添人選任照会の回答期限は5日程度とする。 ） 。

1W欝項I M42知朧鵬,鵬,朧置,稲脚下)噸す礪旙難にりいて1鵡者鮒胤漱い上割と|ｵ,蔀借粒鯛(2")

雛獅粒てで妬こ上州ら城こき縦,燃A秘樅鮒h職ら加鵬鮒騨#,鵬70条2項, 67条紋) ‘

協洲0諭告軸では,撚Aを肘ｶうか淵卯鱸による隙鮒騨#,桜30糸3刺，こﾊに鰍の縦に網棚

猟

）

〉
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@t40fl卿朧臘2鍬卸粒て鮒棚行略敵は榊難繍峨|蝿畑．

@#51条卿は2卿朧卿緬'入職鶴の粒てに耐る糊、

@M5641卿卿齪拠離了‘蝋間暇の粒てに鮴6朧）

@M614116蝿加齪随鵺柵6順の粒てk洲湘

(2)必要的付添事件については，次のとおり手続を進める。

①付添人選任照会の期間内に回答がなかったとき又は私選付添人を付さない

旨の回答があったときは，以下の手続をとる（照会後に選任不要であること

；が明らかになった場合を除く。 ） 。

ア担当調査官と相談の上，原審の国選付添人を当審の国選付添人として選

任するとき（規則38条2項）は，速やかに国選付添人選任の手続を進め，

主任裁判官名で国選付添人選任書を作成する。これを，決裁票により，担

当調査官の調査を経た上で,裁判体の決裁に付し，主任裁判官の決裁を得

る。

イ上記アのときを除き，速やかに弁護士会に対し，国選付添人の推薦を依

頼する。この場合，付添人選任連絡票を作成し， これに原審，原々審の決

定写し各1部を添付して，送付簿により事件係に送付する（回答期限は3

日程度とする。 ） 。

弁護士会から国選付添人として推薦する弁護士の氏名等が記載された連

絡票等が送付されてきたときは，主任裁判官名で同弁護士の国選付添人選

任書を作成し，主任裁判官の決裁を得る。

②国選付添人選任書は，原本を付添人に送付し，写しを記録に編てつすると

ともに， 当審記録表紙，刑事事件進行管理プログラムに付添人の氏名等必要

事項を記入・入力する。ただし，後記3により，付添人に対し再抗告申立て

理由の補充書を差し出しことができる旨の書面を送る際に，国選付添人選任

書を同封して差し支えない。

③付添人が選任されたときは，対象者・保護者（私選付添人を選任した者を

除く。 ） ， 当該対象者が入院している医療施設の管理者（規則39条）に対

し,速やかに付添人の氏名等必要事項を通知し， これを記録上明らかにして
おく。

④なお，私選付添人を選任する旨の回答があったが，付添人となる弁護士を

0
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指定していない場合や，特定の弁護士を選任した旨が記載されているのに選

任届の提出がない場合は，次のとおり処理する。

ア弁護士の特定がされていない場合には，保護者等に対し，付添人を至急

選任した上で，付添人選任届を提出すること，及び付添人選任届が提出さ

れない場合には，職権で国選付添人を選任する旨を連絡する。

イ弁護士が特定されている場合には，当該弁護士に受任の有無を確認し，

受任の意向である場合には，至急付添人選任届を提出してもらう。

ウ数日が経過しても，付添人選任届が提出されない場合には，事後の処理

につき，担当調査官と相談の上，主任裁判官の指示を得る。

（3）任意的付添事件については，前記(1)の照会・確認の結果を踏まえ，国選付添

人の選任につき担当調査官に相談の上，主任裁判官の指示を得る。原審の国選

付添人を当審の国選付添人として選任し，又は弁護士会に国選付添人の推薦を

依頼することとなった場合には，前記(2)と同様に事務手続を進める。

3再抗告申立て理由の補充書，意見書

（1） 付添人が選任されたときは，その者に対し，再抗告申立て理由の補充書（対

象者，保護者又は付添人からの再抗告の場合）又は反論の意見書（検察官，指

定入院医療機関の管理者又は保護観察所の長からの再抗告の場合）を20日以

内に差し出すことができる旨の書面を簡易書留郵便により郵送し，その写しを

記録につづっておく。

補充書又は意見書は，原本1通，写し2通の提出を求め，原則として期間の

延長は認めない。

（2） 補充書又は意見書が提出されたときは,速やかに写しを担当調査官に提出し，

原本を記録につづり込むとともに，相手方にも写しを送付し，原本に付記する

などして， これを記録上明らかにしておく。

4一件記録の担当調査官への提出等

（1） 申立書受領後，速やかに担当調査官による新件チェックのため，一件記録を

担当調査官に一旦提出する。

その際，付添人選任の要否等につき，必要に応じて担当調査官と相談する。

（2） 補充書又は意見書が提出された段階，あるいはこれらの書面が提出されない

ことが明らかになった段階で，再度，一件記録を担当調査官に提出する。

、
１
Ｊ

、
§
ノ
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(3) 上記(1)の前までに下記書類の上部欄外にその標題を記載した附せん左貼付し

ておく。 ． 、

鑑定書

，原々決定

原決定“ ・

同謄本送達報告書

再抗告申立書

意見書（原審作成分，規則99条91条2項）

再抗告理由補充書（提出された段階でつづり込む）

意見書（当審に提出されたもの，同上）

5決定案及び国選付添人報酬等請求書の決裁

担当調査官から一件記録と共に草案（決定案・報告書）が担当書記官に送付さ

れたときは,草案を精査点検した上,記録とともに主任裁判官に提出し,決裁を
受ける。

この際に，国選付添人の報酬等につき，担当調査官の調査を経て報酬額等を記

入した「国選付添人報酬等請求書」にも主任裁判官の決裁を受ける。決裁を受け

た後の同請求書に関する手続は，上告事件の例による。

6決定の告知と通知

（1） 再抗告審の裁判の告知の相手方は，対象者，保護者，付添人（複数いるとき

には，相当と認められる1人）のほか，①入院又は通院処遇事件においては検

察官（検察庁送付簿による） ，②退院又は入院継続処遇事件においては指定入

院医療機関の管理者，③処遇終了，通院期間延長，再入院等処遇事件において

は保護観察所の長である。

告知の方法は，対象者に対しては決定謄本の送達の方法により，その他の者

に対しては，決定写しを送付することにより行う。

（2） 以上のほか，次の通知等を要する。

①原裁判所への通知

再抗告審の決定があったときはγ刑訴規則276条， 272条に準じて，

原裁判所に対し，その結果を通知する｡

、 ②指定入院医療機関の管理者への通知

-4－



次の決定があったときは,､その旨を指定入院医療機関の管理者に対し，速

やかに通知し，通知書の写しを記録につづるとともに，通知した旨及びその

年月日を記録上明らかにしておく （規則100条） 。

ア対象者が入院決定により入院している場合（イの場合を除く。 ）におい

て，再抗告審が当該入院決定を取り消したとき

イ執行された入院決定を抗告審が取り消す決定をした場合において， ．

（ｱ）再抗告審が上記取消決定を取り消したとき

（ｲ） 上記取消決定の執行が停止されたとき

（ｳ） 上記取消決定の執行が停止されている場合において，再抗告棄却決定

があったとき，その他取消決定が確定したとき。

③法71条2項後段の地裁への差戻し・移送決定があったときは，上記に加

え，原々裁判所又は移送する裁判所に対し，決定写しを送付する。

④その他の通知

法48条は，裁判所が法42条等の決定をした場合の申出があった被害者等に対す

る通知を，規則64条は，法42条1項の決定をした場合の関係機関（厚生労働大臣か

ら地方厚生局長への委任につき，厚生労働省令第118号参照）への通知を規定すると

ころ， これらは再抗告審には適用されないが，は，前者につき，必要に応じて通知する

ことが望ましい（刑裁資料284号194頁） 。

（3） 当審で行った決定の原本は当審で保存する扱い（事件記録等保存規程，平成

17年最高裁判所規程第7号）なので，記録には決定謄本と写しを綴り込む

（少年再抗告事件と同じ扱い。 ） 。

（4） その他，決定案について各裁判官の決裁を終了した後の手続は，上告棄却決

定の例による。

7 再抗告の取下げ

(1)入院している対象者は，指定入院医療機関の管理者等を経由して再抗告の取

下書を提出できる （規則99条2項， 90条1項） 。

（2） 再抗告取下書が提出されたときは,担当調査官に速やかに連絡するとともに，

取下書の上部余白等に主任裁判官の認印をもらう。

前記1(1)の再抗告申立ての通知同様の者に対し，速やかに通知書により取下

げの通知を行い，通知をした旨及びその年月日を記録上明.らかにしておく。

）

）
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国選付添人が付いていた場合には，付添人の活動状況を聴取し，報酬等が生
． i

じているとき又はその可能性があるときには，前記5の後段に従い処理する。

8証拠物の取扱い(規則92条）

記録とともに証拠物が送付されてきたとき，及び担当調査官から証拠物の取り

寄せの指示があったときは，上告事件の押収物の例に準じて取り扱う。

9記録等の閲覧・謄写

（1）処遇事件の記録又は証拠物の閲覧・謄写は，裁判所の許可を受けた場合に限

られるのが原則である（法32条1項）が，次の者による閲覧には許可は不要

である（同条2項） 。

①付添人 ．

②検察官（入院又は通院に係る審判の処遇事件に限る）

③指定入院医療機関の管理者若しくはその指定する医師（退院又は入院継続

に係る審判の処遇事件に限る）

④保護観察所の長若しくはその指定する社会復帰調整官（通院期間の延長又

は処遇の終了に係る審判又は再入院に係る審判の処遇事件に限る）

（2）裁判所の許可を要する閲覧又は謄写の申し出があったときは，裁判官決裁票

により各裁判官の決裁を受ける。なお，刑事事件に係る訴訟に関する書類につ

いて，裁判所が許可する場合は，あらかじめ，検察官の意見を聴かなければな

らない（規則48条） 6

（3） 法32条2項による閲覧手続及び上記(2)の許可があった場合の閲覧・謄写手

続は，上告事件の例による。

（4） 上記(2)が不許可となった場合は，閲覧を申し出た者に対してその旨を適宜な

方法で告知し，記録上明らかにしておく。

10事件終了後の記録返還

事件が終了した記録は速やかに返還手続をとる6

！
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資料第5

裁判官忌避申立事件及び裁判官回避申立事件の処理について

裁判官忌避申立事件（簡易却下事案）

1 申立書の点検

申立書の形式的記載事項を点検する。

2決裁票の作成及び決定案の起案

（1）裁判官決裁票を作成し， この決裁票に申立書及び当審記録を添えて担当調査官に提

出する。

（2）担当調査官の意見が記載された裁判官決裁票を点検後，決定案を起案し，文書係に

浄書依頼する（浄書の内訳は上告棄却決定と同じ｡)。

3決定原本の作成及び決裁

（1） 作成，点検

文書係から決定書（浄書）が送付されたら， うち1部を決定原本とし，決定案との

照合，点検を行う。

（2）決裁

【決裁パターンB】を原則とする。

担当書記官→首席書記官→担当調査官の順に決定原本の点検を受けた上，裁判官決

裁票及び決定原本を裁判官の決裁に付す。

4決定の告知等（送達等）

（1）被告人， 申立人，検察官

裁判官の決裁を完了した決定原本は， 申立書とともに当審記録に編てつし，決定謄

本を被告人， 申立人及び検察官に送達する。

（2）弁護人

申立人でない弁護人には，決定写しを普通郵便により送付するが，送付したことは

記録上明らかにする必要はない。

5その他の付随事務

）

）
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決定があったときは，刑事事件管理システムに所要事項を入力するとともに，統計力

－ド1を同システムから印刷して押印の上） これを統計係に送付する。
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裁判官回避申立事件

1 裁判官が回避申立てをした小法廷（以下「回避申立小法廷」という｡）におけ

る事務

（1）裁判官から書記官室に回避申立書が提出されたら，事件係に送付する。 ．

（2）事件係は，立件して，事件を配てんする。

2回避申立事件を審理する小法廷（以下「審理小法廷」という｡）における事務

（1）配てん

審理小法廷は，配てんの順序に従って主任裁判官，書記官を定める。

なお，調査官については，本案事件担当調査官が担当する。

（2） 決裁票の作成

裁判官決裁票を作成し，回避申立事件記録とともに担当調査官に提出する。

（3）調査報告書の点検及び決定案の起案

担当調査官の調査報告書が添付された裁判官決裁票を点検後，調査結果に従って決

定案を起案し，文書係に浄書依頼する。浄書の内訳は以下のとおり。

原本及び回避申立小法廷7部

記録保存係 3部（謄本1，写し2）

担当調査官 1部

審理小法廷 1部

最高検察庁 1部

（4）決定原本の作成及び決裁

ア作成，点検

文書係から決定書（浄書）が送付されたら， うち1部を決定原本とし，決定案と

の照合，点検を行う。

イ決裁

【決裁パターンB】を原則とする。

担当書記官→首席書記官→担当調査官の順に決定原本の点検を受けた上，裁判官

｝

）
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決裁票及び決定原本を裁判官の決裁に付す。

決定書の送付等、 、

ア裁判官の決裁を完了した決定原本は，回避申立事件記録に編てつし，回避申立小

法廷に送付し,併せて上記(3)記載の関係部署等に謄本・写しを送付する。

イ決定原本を送付する際，回避申立小法廷に後記3(3)の事務を依頼し，送付された

統計カードに押印の上， これを統計係に送付する。 ．

決定後の回避申立小法廷における事務

回避申立事件記録を当審記録に編てつし， 当審記録の表紙に当該裁判官回避事件で

ある旨を明示する｡

各裁判官及び首席書記官に決定書写しを配布する。

刑事事件管理システムに所要事項を入力するとともに，統計カードを同システムか

(5)

3

(1)

１
１
２
３
１
１

、

ら印刷して， これを審理小法廷に送付する。

1
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資料第6

刑事補償請求事件及び費用補償講求事件の処理について

刑事補償請求事件（刑事補償法）

1 請求権者

（1）未決の抑留・拘禁又は刑の執行を受けた者で，後に①無罪の裁判を受けた者(1

条） ，②免訴又は公訴棄却の裁判を受けた者でもしその裁判をすべき事由がなか

ったならば無罪の裁判を受けるべきと認められる充分な事由がある者（25条） 。

（2） (1)の相続人（2条）

注．(1)及酬2)の代理人による請求も可能（9条）

2管轄裁判所

無罪（免訴･公訴棄却）の裁判をした裁判所（6条）

3請求期間

無罪（免訴・公訴棄却）の裁判が確定した日から3年以内（7条）

4請求書の点検

請求書の形式や記載事項についての定めはないが,請求を特定する事項として請

求人及び請求の趣旨･原因が記載されているか確認する。

5求意見（14条前段）

調査官に相談の上，回答期限を定め，書記官名で検察官及び請求人に求意見をす

る。最高検察庁には求意見書を事件関係送付簿により，請求人には求意見書を特別

送達郵便により送付する（代理人請求の場合は当該代理人にも求意見をする。 ） 。

6調査，計算書の作成

補償の内容によって，その額を算出して計算書を作成する。

（1）抑留，拘禁，懲役，禁銅，拘留による補償（4条1項）

ア各審級を通じて，請求人が身柄を拘束されていた日数による。

イ 1日当たりの補償金額を決定した上，補償金額を算出する（1日1000円

以上1万2500円以下の割合による。 ） 。

（2）罰金又は科料の執行による補償（4条5項）

既に徴収した額に，徴収の日の翌日から決定日までの利息（年5分）を加算す

る（閏年中に1年に満たない期間がある場合の利息計算に注意する。 ） 。

（3）刑事補償支出金額につき調査した結果を計算書として作成し，調査官に提出す

る。

（4）調査官作成の報告書・決定案を点検した上，文書係に浄書依頼する（浄書内訳

は上告棄却決定と同じ。 ） 。

7決定原本の作成及び決裁

（1）作成，点検

文書係から決定書（浄書）が送付されたら， うち1部を決定原本とし，決定案

との照合，点検を行う。

（2）決裁

【決裁パターンA】を原則とする。

）

）
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担当書記官→首席書記官→担当調査官の順に決定原本の点検を受けた上,裁判

官決裁票(報告書･決定案)及び決定原本を裁判官の決裁に付す。

8発出，払渡請求手続

（1）裁判官決裁終了後,決定謄本を送達する。最高検察庁には事件関係送付簿によ

り；請求人には特別送達郵便により送付する(代理人請求の場合は当該代理人に
も送達する｡ ） 。

なお，請求人には刑事補償金払渡請求書及び確定証明申請書を同封する。

$ (2)経理局主計課出納第一係に決定日及び補償金額を連絡する。 ／

（3）請求人から①刑事補償金払渡請求書,②刑事補償決定謄本,③確定証明書を提
出させ，経理局主計課出納第一係へ事件関係送付簿（庁内）により送付する。

確定証明書は,請求人の申請に基づき,請求人への決定謄本送達日を確定日と・
して担当書記官が証明する。

9公示手続（24条）

補償決定を受けた者から公示の申立てがされたとき（申立期限は補償決定確定後

2か月以内）は，官報及び申立人の選択する3紙以内の新聞に1回以上決定の要旨

を公示することとなるが，この手続は,司法行政機関として‘の裁判所が行う手続で，
第二訟廷事務室裁判関係庶務係が事務処理を担当する。

－2－



1

費用補償請求事件(刑訴法188条の2ないし7）

1 請求権者

（1） ア無罪の判決を受けた被告人であった者（刑訴法188条の3第1項）

イ検察官のみが上訴した場合において，上訴が棄却され又は取り下げられて

原裁判が確定したときの当該事件の被告人又は被告人であった者（刑訴18

8条の5）

（2） (1)の相続人（刑訴法188条の7，刑事補償法2条）

注(1)及叡2)の代理人による請求も可能(刑訴法188条の7，刑事補償法9条）

2管轄裁判所

（1）上記1の(1)アの場合

無罪の判決をした裁判所（刑訴法188条の3第1項）

（2）上記1の(1)イの場合

当該上訴裁判所であった最高裁判所（刑訴法188条の5第1項）

3請求期間

（1） 上記1の(1)アの場合

無罪の判決が確定した後6か月以内（刑訴法188条の3第2項）

（2）上記1の(1)イの場合

当該上訴に係る原裁判が確定した後2か月以内（刑訴法188条の5第2項）

4請求書の点検

請求書の形式や記載事項についての定めはないが,請求を特定する事項として請

求人及び請求の趣旨･原因が記載されているか確認する。

5求意見（刑訴法188条の7，刑事補償法14条前段）

刑事補償請求事件に同じ

6調査，計算書の作成

（1）補償すべき費用（刑訴法188条の6）

各審級における

ア被告人であった者及び弁護人であった者の公判期日，公判準備期日に出頭に

要した旅費， 日当，宿泊料

イ弁護人であった者の判決宣告時までの報酬

（2） 通達等の調査

各審級における公判期日，公判準備の期間に適用されていた被告人，弁護人の

日当，宿泊料及び弁護人報酬に関する法律，規則，通達（最高裁通達だけでなく，

各下級裁で施行されていた通達も含む。 ）を入手する。

（3） 出頭状況，審理時間等の調査

ア各審級における各公判期日，公判準備の出頭状況,審理時間を調査

イ各審級における各公判期日，公判準備手続へ出頭するについての旅費を交通

機関の事務所に照会するなどして調査

（4）旅費， 日当，宿泊料，報酬の計算（刑訴規則138条の9）

（5） 以上の結果を計算書として作成し,調査官に提出する。

）

１
１
ノ

-3－



（6）調査官作成の報告書･決定案を点検した上，文書係に浄書依頼する(浄書内訳
は上告棄却決定と同じ．） 。

7決定原本の作成及び決裁

. (1)作成,点検

文書係から決定書(浄書)が送付されたら， うち'部を決定原本とし,決定案
との照合，点検を行う。

（2）決裁

【決裁パターンA】を原則とする。

担当書記官→首席書記官→担当調査官の順に決定原本の点検を受けた上,裁判
官決裁票（報告書9決定案）

発出，払渡手続

刑事補償請求事件に同じ。

へ

及び決定原本を裁判官の決裁に付す。

8

ｰ

9

一

、

-4－



資料第7

（訟ろ－01）

平成28年3月22日

高等裁判所民事首席書記官

高等裁判所刑事首席書記官

地方裁判所民事首席書記官

地方裁判所刑事首席書記官

家庭裁判所家事首席書記官

､家庭裁判所少年首席書記官

家庭裁判所首席書記官

殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

）

最高裁判所事務総局民事局第三課長福田千恵子

最高裁判所事務総局総務局第三課長佐野寛次

郵便回送嘱託及び郵便回送嘱託がされた破産者に宛てた郵便物

等の取扱いについて（事務連絡）

破産法第81条1項の規定による回送嘱託及び回送嘱託がされる破産者に宛てた

郵便物等の取扱いについて，今般， 日本郵便株式会社と協議を行い，新たな事務指針

を下記のとおりとしましたので， 4月1日以降， これによってください。

なお，民事再生法第73条1項及び会社更生法第75条1項の規定により管財人に

配達すべき旨を嘱託する場合にもこれに準じて取り扱ってください。

おって，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所から連絡してください。

記

1破産裁判所が，破産法第81条1項の規定により， 日本郵便株式会社に対し，破

産者に宛てた郵便物を破産管財人に配達すべき旨を嘱託する場合には， 「破産者に

宛てて差し出された郵便物のうち，破産裁判所若しくは破産管財人から差し出され

ノ



資料第7
一

たもの又は破産裁判所以外の裁判所から別段の指示があるものを除く。 」旨を嘱託

書に明記する。

2破産裁判所又は破産管財人から破産者に宛てて差し出す郵便物には;その差出人

欄に「○○地方裁判所破産部」若しくは「○○地方裁判所第○部(破産部） 」又は

「破産管財人○○」 と表示するなど，差出人が破産裁判所又は破産管財人であるこ

とを明記する（これについては，従前の取扱いから変更はない。 ） 。

3破産裁判所以外の裁判所からj破産管財人に回送されることなく破産者に対して

差し出す必要のある郵便物には，次の措置を施す。

（1）郵便物の表面に「 （嘱託回送不可） 」 と朱書きの上，差出人欄に「○○地方裁

判所刑事○○部」 と表示するなど，差出人が裁判所であることを明記する（別紙

第1参照） 。

（2）特別送達郵便の場合においては，郵便送達報告書の受領者の押印又は署名欄の

左端に「 （嘱託回送不可） 」 と朱書きする． （別紙第2参照） 。

なお，平成28年4月1日より前にされた回送嘱託書に「破産裁判所以外の裁判

所から別段の指示があるものを除く。 」 との文言が記載されていない回送嘱託の場

合であっても， この取扱いによる。

1

～



(別紙第1）

同向同同同同同

日
日 郵
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東
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）
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達
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嘱
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回
送
不
可
）

一
郎
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バーコード

〒111-0000

東京都千代田区○町○番○号

○○地方裁判所刑事○○部



捌紙第2）

様式37郵便送達報告書用紙（内国郵便約款第132条関係）

）

）

1受領者が押印又は署名をすることができないときは， 「受露咽稲]又}鶏名」欄にその旨を記入すること。
2 I送…可欄ま,市町村名から住居番号等まで詳細I獄潤こ記入すること。ただし,営業所の窓口において交付したときは，應口」との

径§駕藪鎗欄の雫月圓時のい読汎かの談詞迩桁のとき瞳枠内に右請めで寵入:すること｡菫た,噛は型時間制で寵入すること。
g4 G錘法I欄ば次により記入すること。
(1) ｢1J, ｢2｣, ｢3」及び｢4」の欄については,該当する数字ひとつを○で囲むも
②『2｣， 「3」又は「4」を「○Jで囲ん齢合は，さらに該当するものを「○』で囲み,その氏名を記入する。ただし,受送達巻本人であ
るとき陸その氏名を記入しなし＄

備考

1 「発送年月日｣、 「事件番罰及び｢送達識｣欄は差出人において記入していただきます6

2 この用紙の大きさは、縦19． 5センチメートル以上23． 5センチメートル以下、横9センチメートル

以上12センチメートル以下としますも

3必要に応じ上部にとじ込み分の余白を圖､ても差し支えありませAん

郵便送達報告書

（師》居所等用）

発送

年月日
平成 年 月 日

鮴
溺 平成 年（ ）第 号

送
達
書
類

書類の名称

差
出
人

所在地

名称

》
》

郵便番号 。

､

受領者の榊ロ

又は署名
(嘱託回送不可）

送達の場所
郵便番号

送達年月日時 軸□口年□口月□口日□口時
グ 自

送
達
方
法

1

2

3

4

受送達者Z ﾐ人に渡した。

受送達者本人に出会わなかったので，書類の受領について相当のわきまえがあると認められる次

の者に渡した。

ア使用人・従業者 イ同居者

(氏名： ）

次の者が正当な理由なく受取りを拒んだので，その場に差し置いた。

ア受送達者本人
申

（氏名：

イ使用人・従業者 ウ同居者

）

営業所に出向いた書類の受領について相当のわきまえがあると認められる次の者に渡した。

ア使用人・従業者 イ同居者

（氏名： ‘ ）

上記のとおり送達しました。

配達担当者

平成 年 月 日

郵便局 ⑳

_上記毒に係る頚､更物が適止にj準されたこと及びての産産に関す勺畢｣員か週止に肩[露

されていることを確認しました。

郵便認証同

平成 年 月 日

郵便局 ⑳

差出人記入欄



資料第8 ）

（訟ろ－01）
、

平成28年3月22日

高等裁判所民事首席書記官

高等裁判所刑事首席書記官

地方裁判所民事首席書記官

地方裁判所刑事首席書記官

家庭裁判所家事首席書記官

家庭裁判所少年首席書記官

家庭裁判所首席書記官

殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

）

最高裁判所事務総局総務局第三課長佐野寛次

特別送達における郵便業務従事者への注意喚起の方法につい

て（事務連絡）

民事訴訟法第106条第1項又は同条第2項の補充送達受領資格者が

利害の対立する関係にある場合や，補充送達受領資格に疑義がある者が

民事訴訟法第106条第1項又は同条第2項の補充送達受領資格者が受送達者と

利害の対立する関係にある場合や，補充送達受領資格に疑義がある者が送達書類を

受領するおそれがある場合には，各庁において，送達報告書の欄外の余白または封

筒の表面に「受送達者以外の方には渡さないでください。 」等と記載したり，その

旨を記載した付せんを郵便物に貼付したりして，受送達者本人以外の者が送達書類

を受け取らないように郵便業務従事者に注意喚起をしていただいているところです。

しかし，各庁における注意喚起の方法やその文言が区々であることから，今般， 日

本郵便株式会社と協議を行い， 円滑な特別送達の実施のために，注意喚起の方法を

統一することにしましたので， 4月1日以降，下記によってください。

なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所から連絡してください。

記

）



ー

’

｜資料第8
ノ

1－郵便物の表面に「 （本人渡し） 」 と朱書きする (別紙第1及び同第2参照） 。

2郵便送達報告書の受領者の押印又は署名欄の左端に「(本人渡し） 」 と朱書き

し，送達方法欄のうち受送達者本人以外に交付することを前提とした選択肢を抹

消する（別紙第3及び同第4参照) 。

なお,これに伴う加筆及び抹消については,訂正印を押捺することを要しない｡

2

1
ノ
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(別紙第1）

’
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日
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）
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し
）
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郎
様）
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(別紙第2）

‐

日
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用
）
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）
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様
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ｌ
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捌紙第3）

様式37郵便送達報告書用紙（内国郵便約款第132条関係）

）

）

1受領者が押印又は署名をすることができないときは， 『受;藷のj霜]又は塔名」欄にその旨を記入すること。

2 G…n柵式市町村名から住居番号等まで詳細明悶こ配入すること。ただし,営…窓口において交付したときは， 「窓口」との

遅‘駕瀦壽繍の年月同時のい銅れかの議事が,桁のときば枠内に右鯖めでga入すること｡また,晴刻或塑鏑繍で腿入:すること。
怠4 「ﾖ毒方法｣桐は,次により記入すること。
①「1｣， 「2｣， 「3」及び「4」の柵については,咳当する数字ひとつを「○」で囲tL

②「2｣， 『3」又は『4」を｢○｣で囲んだ場合は， さらに該当するものを「○jで囲み,その氏名を妃入する。ただし,受送達者本人であ
るとき陸その氏名を記入しなしも

備考

1 「発送年月日｣、 「事件番号l及び「送達書類｣欄は差出人において記入していただきます6

2 この用紙の大きさは、縦19． 5センチメートル以上23． 5センチメートル以下､横9センチメートル

以上12センチメートル以下としますも

3必要に応じ上部にとじ込み分の余白を置いても差し支えありませんb

郵便送達報告書

（住所居所等用）

発送

年月日
平成 年 月 日

誹
溺 平成 年（ ）第 号

送
達
書
類

書類の名称

差
出
人

所在地

名称

》
》

郵便番号

受領者の押印

又は署名
(本人渡L)

送達の場所
郵便番号

｡

送建年月日時 平成□口年□口月□口日口口時

送
達
方
法

1

-2

3

4

等洪鶴ブ ﾐ人に渡した。

》
》

こ…戸舗
デヘ、 L一十口、レハユヘーモ÷二基き坐を1△昌詞淫､詩ユ句を、

一
号

次の者が正当な理由なく受取りを拒んだので，その場に差し置いた。

ア受送達者本人

斗跳受

‐蝋用ﾌ烏職←－生同居者

署塞冒存1矛山禮、.、老…〃､雲錆1－へ1,,-戸*ロユ階〃､』へ巽圭与劣噌圭塁ズレ言刃》入に4勺云班ヂ〃､幸lテ燕1挺

一
号

上記のとおり送達しました。

配達担当者

平成 年 月 日

郵便局 ⑳

上記送達に係る郵便物が適正に送達されたこと及びその送達に関する事項が適正に記載

されていることを確認しました。

郵便認証司

平成 年 月 日

郵便局 ⑳

差出人記入欄



一

」

捌紙第4）

様式38郵便送達報告書用紙（内国郵便約款第132条関係）

1受領者が押印又は著名をすることができないときは, l受領者の拝印又は署名」棚にその旨を記入すること。

2 ｛送錘鏑l櫛主市町村名から住居番号等まで詳細廓園こ記入すること。ただし,営業所の窓口において交付したときは「窓口」との
み記入すること。

荏3 「送達隼月日潮欄の隼月日時のいずれかの数字が1桁のときば枠内に右詰めで記入すること｡また,時刻は24時間制で妃入すること。
g4 G錘法j欄睦次により記入すること。
(1) ｢1j, ｢2｣, ｢3」及び「4」函開については,該当する数字ひとつを○で囲t見
②「2」又は｢4」を｢○｣で囲ん露合I式さらに該当するものを'○｣で囲み,その氏名を記入する。

備考

1 「発送年月日｣、 「事件番号｣及び｢送達識」欄は差出人において記入していただきますb

2 この用紙の大きさは、縦19． 5センチメートル以上23． 5センチメートル以下、横9センチメートル

以上12センチメートル以下とします6

3必要に応じ上部にとじ込み分の余白を置いても差し支えありませんb

郵便 発送

年月日
平成 年 月 日

謝
溺 平成 年（ ）第 号

送
達
書
類

書類の名称

差
出
人

所在地

名称

》
》

郵便番号

受領者の押印

又は署名
(本人渡し）

送達の場所
郵便番号

送達年月日時 職□口年□口月□口日□口時

送
達
方
法

1

名

3

-4

受送達者Z真人に渡した。
猶 1●

，

従業

黒離 －－－斗

受送達者本人が正当な理由なく受取りを拒んだので，その脇こ差し置いた。

害 ≠ 一 一 ァ． 士皇名§指､スレ言刃1入に』,，z昨〃､幸'一雑1幸

＝受鵠本人卿』一等千一…この同瀦

采氏名一一そ－→
上記のとおり送達しました。

配達担当者
平成 年 月 日

郵便局 ⑳

上記送達に係る郵便物が適正に送達されたこと及びその送達に関する事項が適正に記載
されていることを確認しました。

郵便認証司

平成 年 月 日

郵便局 ⑳

差出人記入欄



資料第9

、

（訟ろ－15-A)
①

平成28年3月22日

高等裁判所民事首席書記官

高等裁判所刑事首席書記官

地方裁判所民事首席書記官

地方裁判所刑事首席書記官

家庭裁判所家事首席書記官

家庭裁判所少年首席書記官

家庭裁判所首席書記官

殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

）

哲
子

最高裁判所事務総局総務局第三課課長補佐小林

最高裁判所事務総局民事局第三課課長補佐小山享

特別送達及び回送嘱託における郵便物の取扱い等について

（事務連絡）

今般，平成28年3月22日付け総務局第三課長事務連絡「特別送達における郵

便業務従事者への注意喚起の方法について」 （以下「本人渡し事務連絡」という。 ）

並びに同日付け民事局第三課長及び総務局第三課長事務連絡「郵便回送嘱託及び郵

便回送嘱託がされた破産者に宛てた郵便物等の取扱いについて」 （以下「回送嘱託

事務連絡」 という。 ）が発出されたところ， これらの事務連絡による取扱い等は，

下記のとおりです。

なお,簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所から連絡してください。 、

記

1 本人渡し事務連絡について

（1）本事務連絡による効果

）
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郵便物の表面に「 （本人渡し） 」 と朱書きし,郵便送達報告書に所要の記載

をすることにより， 当該郵便物については，民事訴訟法第106条第1項又は

同条第2項の補充送達受領資格者等には交付されることなく，受送達者本人に

のみ交付されることになる6

(2)本事務連絡による取扱いの範囲

本事務連絡による取扱いは，特別送達郵便に限定される6書留郵便について

は， 日本郵便株式会社が本人限定受取郵便というサービスを有償で提供してい

るため，受送達者本人にのみ書留郵便物を交付する必要がある場合は，同サー

ビスを利用することになる。ただし，本事務連絡による取扱い及び本人限定受

取郵便サービスの双方とも，事件の性質上真に必要な場合にのみ用いるもので

あることは言うまでもない。

なお，普通郵便については，ポストに郵便物が投函されるため，受送達者本

人にのみ交付するという取扱いは想定していない。

2 回送嘱託事務連絡について

（1） 本事務連絡による効果

破産裁判所が差し出した郵便物については，差出人が破産裁判所であること

を明記するという従来からの取扱いに加え，破産裁判所以外の裁判所について

も，郵便物の表面に「 （嘱託回送不可） 」 と朱書きの上，差出人欄に「○○地

方裁判所刑事○○部」 と表示するなど，差出人が裁判所であることを明記する

ことにより，裁判所が差し出した郵便物は，破産管財人に回送されることなく

破産者に対して直接配達されることになる。

（2）本事務連絡による取扱いの範囲

本事務連絡による取扱いは,‘特別送達郵便に限らず，書留郵便や普通郵便等

の全ての郵便物に適用される。ただし，破産裁判所以外の裁判所が特別送達郵

便を行う場合においては，郵便送達報告書の受領者の押印又は署名欄の左端に

「 （嘱託回送不可） 」 と朱書きする必要がある6

＃

1
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（3） 4月1日より前にされた回送嘱託の取扱いについて

日本郵便株式会社との協議の結果，取扱いの統一を図るため， 4月1日より

前に回送嘱託を行った破産者宛ての郵便物であっても，回送嘱託事務連絡記3

の措置を講じることにより，破産裁判所以外の裁判所が差し出した郵便物につ

いても，破産管財人に回送されることなく破産者に対して直接配達されること

となっている。

3 回送嘱託がされている破産者に対して，本人に対してのみ交付すべき特別送達

郵便物を差し出す場合について

この場合には，本人渡し事務連絡と回送嘱託事務連絡を重畳的に適用して，次

のとおり郵便物及び郵便送達報告書に明記する。

(1)破産裁判所

郵便物の表面に「 （本人渡し） 」 と朱書きし，差出人欄に「○○地方裁判所

破産部」等明記した上で，郵便送達報告書の受領者の押印又は署名欄の左端に

「 （本人渡し） 」 と朱書きし，送達方法欄のうち受送達者本人以外に交付する

ことを前提とした選択肢を抹消する（別紙第1及び同第3参照） 。

（2）破産裁判所以外の裁判所

郵便物の表面に「 （本人渡し・嘱託回送不可） 」 と朱書きし，差出人欄に「○

○地方裁判所刑事○○部」 と明記した上で，郵便送達報告書の受領者の押印又

は署名欄の左端に「 （本人渡し・嘱託回送不可） 」 と朱書きし，送達方法欄の

うち受送達者本人以外に交付することを前提とした選択肢を抹消する（別紙第

2及び同第4参照） 。

なお,(1)及び(2)の加筆及び抹消については,訂正印を押捺することを要しない。

）

，

）



(別紙第1）

同同回向同同同

日
日 郵

便
東
京
都
千
代
田
区
隼
町
４
番
２
号

）

特
別
送
達

（
本
人
渡
し
）

一
郎
様）

バーコード

〒111-0000

東京都千代田区○町○番○号

○○地方篭群I所破産部



(別紙第2）

同回向向同同同
日
日 郵

便
東
京
都
千
代
田
区
隼
町
４
番
２
号

特
別
送
達

（
本
人
渡
し
・
嘱
託
回
送
不
可
）

一
郎
様

バーコーF

T111-0000

東京都千代田区○町○番○号

○○地方裁判所刑事○○部［’ ｌ
｜
’
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様式37郵便送達報告書用紙（内国郵便約款第132条関係）

）

）

1受領者力斗鞘]又は署名をすることができないときは， I受露〔酎稠]又は署名」欄にその旨を記入rすること。

2曙錘”rI禰式市町村名から住居番号等まて瀞諦朗礪こ記入すること。ただし，営業所の窓口において交付したときは， 「窓口』との

窪＆繍鏡綱の隼月圖時のい説れかの議事が,桁のときば枠内に右鯖めで記入すること｡また,“は塑時閥制で寵入ｵること。
g4 R差鐘淘欄賎次により記入すること。
①「1』， 「2｣， 「3」及び「4』の欄については,該当する数字ひとつを○で囲t島
②『2｣， 「3」又は『4」を｢○｣で囲ん趨合は，さらに該当するものを'○｣ ･唖糸その氏名を記入する｡ただし,受送達者本人であ
るとき賎その氏名を記入しなし＄

備考

1 「発送年月日｣、 「事件番笥及び｢送達書類」欄は差出人において記入していただきます6
2この用紙の大きさは、縦19． 5センチメートル以上23． 5センチメートル以下､横9センチメートル

以上12センチメートル以下としますb

3必要に応じ上部にとじ込み分の余白を置いても差し支えありませんb

郵便送達報告書

（住所居所等用）

発送

年月日
平成 年 月 日 ．

難
溺 平成 年（ ）第 号

送
達
書
類

書煩の名称

差
出
人

所在地

名称

》
》

郵便番号

受領者の押印

又は署名
(本人渡し）

送達の場所
郵便番号

送達年月日時 軸□口年□口月□口日□口時

送
達
方
法

1

吾

3

4

受送達者ワ 眞人に渡した。

一
一

こ…戸霊 雫
注 、●一一T二画、ヱ毎 T一一、

一

次の者が正当な理由なく受取りを拒んだので，その場に差し置いた。

ア受送達音本人 ￥一使用去蝋一一同居者
斗跳毫一 一斗

デLLI崖T1.牡是蟄賓,ハヱム両'一一一､1.,学士同ﾕ"〃､+へ巽壺与名ﾐ髭ズレ量刃忘､侯銅ス洲ヂf穴署1予癖1だ

一

上記のとおり送達しました。

配達担当者

平成 年 月 日

郵便局 ⑳

上記送達に係る郵便物が適正に送達されたこと及びその送達に関する事項が適正に記載
されていることを礦認しました。

郵便認証司

平成 年 月 日

郵便局 ⑳

差出人記入欄



口
(別紙第4）

様式37郵便送i報告書用紙（内国郵徽鋪132条僕㈱

｜

』

上
、
垂

ヱI瞬個"苛可筒』基『J謡う直痙ヲoｰとか(『さないとさ'弱I…のJ銅jxI轄名」欄にその旨を配入すること。

G差錘鰯n棚ば市町村名から住居番号等まで：纐確に記入すること。ただし,営霧fの窓口において交付したときは，
み記入すること。

｢窓口」との

窪
｢送達年月日瑚棡の年月日時のい禰1かの…§1桁のときば3

枠内に右詰めで記入すること。また,時刻は24時間制で記入すること。
意4 ｢透錘法l欄ば次により記入すること。
(1) 「1｣， 『2｣， 「3」及び「4」の欄についてI式該当する数字ひとつを「○」で囲むも
②「2｣， 「3」又は「4」を『○｣で囲んだ場合は，さらに該当するものを｢○」で囲みその氏名を肥入する。ただし,受送謹本人であ
るとき陸その氏名を記入しなしも

備

1 「発送年月日｣、 「事件番号｣及び「送達書類」欄は畠訓人において記入していただきますb
2 この用紙の大きさは、縦19． 5センチメートル以上23． 5センチメートル以下、横9センチメートル
以上12センチメートル以下としますも

3必要に応じ上部にとじ込み分の余白を置いても差し支えありませんb

郵 雌
伽

発送

年月日
平成 年 月 日

辮
鵜 平成 年（ ）第 号

送
達
書
類

書類の名称

差
出
人

所在地

名称

》
》

郵密号 ． ．

受領者の押印

又は署名
(本人渡し・嘱託回送不可）

送達の場所
蝉1雪号

送達年月日時 平成□口年□口月□口日□口時

送
達
方
法

1

号

3

4

受送達者湧 冥人に渡した。

一 こ…宗識の獺ﾄﾆﾕ
齢 画●

~

一
号

次の有か止当な埋田なく蛍取りを拒んだので，その場に差し置いた昼．

／支]丞雲本人 君廼判ﾌﾑｰ罐菜浄－－弊同瀦
斗賂一一一 一一￥

菩鍬ﾄﾆ出同↓柴謝の難に今拶雫相当の‐があると認めら もる洪の誤呈渡もた毒
一

-に冒巳のとおりヌーしました。

配達担当者

郵便局

平成 年 月 日

旬

上記]圭達に1糸る郵便物が適正に送達されたこと及びその送達に関する事項が適正に託蹴
されていることを礦認しました。

郵便認証司

郵便局

平成 年 月 日

旬

差& 1人記入欄



資料第10

I

特別抗告等事件連絡メモ

高裁地裁家裁 支部連絡先

）内(TEL連絡者

【事件係聴取内容】

勾留（延長更新執行停止

付審判忌避（裁・書）

保釈接見等禁止（ （一部） 解除）

執行猶予取消し観護措置押収 押収物還付

却下許可）の （裁判決定処分）に対する

取消）

再審

（棄却

取消し）決定

取消し）決定

取消し）決定

取消し）決定

口抗 告 （棄却

口異議申立て （棄却

口即時抗告（棄却

口準抗告 （棄却

特別抗告再抗告に対する

）

1対象者

口被告人口被疑者口請求人口少年□

2申立人

・口上記1に同じ口弁護人（付添人） 口検察官□

3申立日 （ 月 日）

4事件番号等

平成 年（ ）第 号

罪名

5記録発送予定日 （ 月 日）

）(氏名

）

6被疑者勾留事件

（1）満了日 月 日

（2） 勾留延長予定 有（ 月 頃，延長日数 日）

(3)起訴見込有（ 月 日頃） 無 未定

7その他

（1）次回期日 月 日

（第 回公判，公判前整理，期日間整理，打合せ）

（2）勾留満了日 月 日

未定毎
〃､、、



特別抗告等事

事件番号 平成． 年（

申立人

件連絡メモ

)第 号

○勾留満了日 平成

○次回期日 平成

年
年

月
月

日
日

）

）

》
』

９
Ｆ
己

心
』
一
』
も

む
、
ご
■
旬
ｑ

。
ロ
ゴ
ロ
ー
タ

幸
守
封
吟
一
零
合
一
認
涜
塞
溌
津
一
．

】
虹
ｂ
Ｆ
丸
■
か
〃
◇
・
や
マ
●
△
ず
恥
』
一
口

面
｛
〃
口
車
・

ｂ
ｑ
ｑ
一
号

●
一
一
一
》
霧
娠
や

Ｐ

●

守

巳

●

口

や

酌

Ｆ

つ

ぐ

幸

い

寺

■

一

、
ゥ
Ｒ
“
・
凸
、
●
■
、

｝
●
句
《
■
・
狼
壱
毎
》
》
。
Ｑ

早
凸
ザ
ウ
ｃ
ｒ
宅
ヴ
凸
●

Ｕ
典
▼
ｆ
Ｆ
ｐ
ｅ
《
生

々
。
“
写
》
■
Ｐ

・

Ｐ

■

・

５

門
一
色
二
・
ｐ
む
ぶ
》
一
発
”

・
口
和
、
可
Ｆ
ａ
Ｑ
０

ふ
ぃ
声
や
が

《
。
④
》
。
計

】
■
◇
今
己
か

●
▲
ｑ
》
①
夕

○■

け

毎

口

■

全

■

。

。
。
◆
心
。
．
咄

．
．
●
。
ｎ
屯
ぎ
ぺ
一
手
毎

。
』
◇
》
申
・
ロ
釦
、
△
・

や

）

Ｆ

己

■

」

■

凸
４

■

早

●

も

Ｆ

令

呼
・
今
凸
、

凸

Ｐ

●

、

私

。

《

・

参

？

毒

Ｔ
〒
凸

■

●

令

ゆ

凸

彦
さ
社
歩
む
。
《
全
一
・

藩
巻
雲
》

■Ｆ■Ｇｅ■
寺
‐
も
●
ロ
日
」
今
②
・
浩
、
・
《

■
・
●
ｑ
・
’

●

■

。
■
●
凸
Ｊ
●
■
写
口
・

や
甲
ヨ
今
Ｊ
二
ぞ
▽
Ｌ

６
巳
■
・

可
包
も

一
・
・
コ
や
麺
や
《
岳
。
酔
辱

一
》
一
一
・
や
画
．
。
》
や

■

ロ

一

宇

中

「

『

■

マ

の恥△一七回■・マ、『

圭
鈩
》
一
参
づ
啓
一
タ
今
旬
日
ｆ
■
昏
心

。
。
。
●
１
？
今今

率
‐
剣
。
』
・
淫
雍

和
穴
，
◆
．
壱
《
言
》
》
ざ
》

ｄ
ｃ
ａ
軸
Ｐ
４
。
』
一

一

一

分

・

口

．
。
グ
●
わ
－
け
農
・
こ
ぶ
駐

鞘
・
・
理
。
、
や
．
・

や
、
■
。
■
○
亀
・
↑
β

‐
〃
・
牙
、
Ｄ
①
“
吟

魂
診
手
。
峠
一
一
評
や
、
〃
。
ｄ
弔
巳
Ｊ
画
Ｇ
ａ
ｏ
け

ｂ
一
口
■
凸
■

。
咄
。
〉
”
壷
》
今
●
電
守
亀
●
一

一
辛
。
，
《
》
今
〃
，
．
ゞ
一
》

．
●
γ
幸
”
｝
藍
へ
頃
一

一
一
●
姪
琴
一
季

『
州
。
●
ロ
》
》
》
一
や
ぐ
ゞ

1

。
。
己

恥

丘

Ｆ

盆

牝

甲
。
●

台
ら
ユ
ア
ニ

■
、
戸
■

Ｆ

● d

■｡ ■q

～子

j:．

■
■
ｂ
０
も

■

Ｃ

ａ

４

夕

心

や
労
諭
也

や
ざ
密
▲
》
幸

凸
・
か
毎
巳
や
６

．
１
．
眩
轡
シ
》

ｂ
』
。
Ｊ
■
ひ
〆
毎

・
Ｆ
Ｏ
Ｄ
《
Ｐ
打

●
８
－
〃
．
。
’
や

￥
。
、
封
一
Ｊ
。

早
印
凸
０
℃
、
甦

島
・
恥
了
〃
〃

戸
凸
。
や
。
』
－
４

．

唯

蛎

・

』
Ｐ

●
毎
■
碑
ヤ
ュ

ゥご
噂
．
、
・
鵠
》

ク
ク
ｌ
い
ざ

ヂ
和
０
《
釦
埴

む
ゎ
、
ゆ
‘
》
●
可
恥

韓
●
完
〃
銀

■
●
■？
・
・
等

ゆ
け。
●
■
■

。
■
炉
ご
口
夕
晶
罰

■
〃
■
■

一・トサ●す。ご●ｆ■●旬。●

傘

？

《
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○収容場所（ 警 ・ 拘）

○移送予定（無 ・ 有 -→ ）

○身柄の異動（有 ． 無）

○速達の必要性（無 ・ 有）

○郵便切手の準備（必要に応じて）



参考資料

第1 事件の受付

被告法人の代表者の実名が商業登記簿上の氏名と一致しない場合には，記録

表紙等に記載する代表者名は，実名と併せ登記簿上の氏名を「何某こと」 と表

示する。

第2弁護人等

）

補佐人の届け出がなされた場合，上告趣意書差出最終日の通知及び上告棄却
p

決定（写し）の送付については，弁護人（私選）の場合と同様の取扱いとする。

第3上告趣意書差出最終日の指定，通知等

上告棄却決定謄本が検察官に送達され,外部的に成立した後事件確定前に，

被告人側から提出された上告趣意補充書などは，本件記録に綴る。ただし， 「本

書面は，決定後に提出されたものである。 」旨付記し，判断の前提になった書

面でないことを明らかにしておく。）

第4送達･通知

被告人が外国人（国内に住居を有する者を除く。 ）である事件につき， 当庁

所在地に住居又は事務所を有しない者を送達受取人とする届け出がされた場

合，有効な届け出として扱って差し支えない。送達受取人が弁護人か否かで区

別することなく，有効な届け出として扱ってよい。

・1．
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口 第5 裁判書

1 被告人の本籍・住居の表示は，以下のとおりとする。

（1） 本籍について，戸籍の記載が旧字体を使用している場合でも，常用漢字の

新字体を使用する。ただし，地名の同一性に問題を生じるおそれがある場合

には，個別に調査官に相談する。

（2） 入国者収容所に収容中の外国人被告人の住居の表示は， 「○○入国管理セ

ンター収容中」とする。

2法人の被告人について，原判決後， 当審決定（判決）時までに法人の名称に

変更があった場合，法人の現在の名称を記載するとともに，その上部に「|日商

号○○○○」 （商業登記の行われない法人の場合は「|日名称○○○○」 ） とい

うように記載する。

第6判決結果通知

当審で，原判決を破棄した事件を，原裁判所若しくは1審裁判所に差戻し又は

これらと同等の他の裁判所に移送する旨の判決があったときは，速やかにその旨

を原裁判所に通知する。

’ 第7裁判の確定日

1 最高裁判所の刑事補償決定は，告知と同時に確定するものと解する。

2非常上告事件につきなされた破棄自判判決は，判決宣告により確定するも

のと解する。

3 上告棄却決定に対する異議申立てが，異議申立て期間内に取り下げられた

場合の上告棄却決定の確定日は，検察官に上告棄却決定が告知された3日以

内を除き，被告人が異議申立てを取り下げた日に確定する．ものとして処理す

-2．
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る。

第8訴訟費用執行免除申立てに関する事務

甲，乙両被告人が上告を申し立て， 甲が原審で上告を取り下げた後，両被告人

に共通の記録が上告審に送付された場合に， 甲から訴訟費用の執行免除の申立て

があったときは，従来どおり当裁判所が，刑訴規則295条の2第1項ただし書

の「上訴裁判所」 としてこれを処理する。

）
第9判決（決定）訂正申立て事件

1 判決(決定)の訂正申立てについては,刑訴法366条1項の準用がある（注

昭和41年4月27日第三小法廷決定刑集20巻4号332参照） 。

判決（決定）の訂正申立てについては，取り下げることができる。また，

放棄もできる。

2被告人の申立てによりなした判決訂正の申立て期間延長決定の効力は，弁護

人にも及ぶ。

） 第10上告棄却決定に対する異議申立て事件

1 上告棄却決定に対する異議申立てについては，上訴権回復に関する規定の準

用がある（昭和57年(す)第19号同年4月7日第一小法廷決定・刑集36巻4

号556頁参照）

2異議の申立てについては，刑訴法359条の規定が準用されるので，放棄又

は取下げをすることができる。また，被告人本人は，弁護人のなした異議申立

てを取り下げることができる。弁護人が放棄又は取り下げる場合には，書面に

よる被告人の同意を得ることを要する。

･3．
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3刑事施設に収容されている被告人が異議申立ての放棄，取下げを行う場合，

刑事施設に収容されている被告人の上訴放棄，取下げの特則が準用される。

第1 1 勾留期間更新決定

1 控訴審判決後に初めて勾留状を発したものについて，当審の第1回目の勾留

更新決定例文中の「かつ，第1審判決において被告人に対し禁銅以上の刑の宣

告があって」の字句をそのままにした例と，抹消した例とがあるが，必ずしも

これを抹消する必要はない。

2少年法17条1項2号の観護措置に引き続き検察官送致処分のなされた事件

について，勾留更新決定に表示すべき「勾留の日」 として，検察官送致決定の

日を記載する。

上記の場合， 当初勾留状の発せられた事件であるときも，検察官送致決定の

日を記載する。

第12保釈請求事件
j
P

l

！

保釈保証金の代納許可決定や有価証券又は保証書をもって保釈保証金に代え

ることの許可決定が保釈許可決定とは別個になされた場合，その謄本は，実務上

検察官にこれを送達することを要しないものとして差し支えない。

第13再審請求事件

再審事件で請求人の意見書を請求する場合， 20日程度の期限を設けるのが通

例である。

以上
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